
秋田県　五城目町

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

引上げ分の
地方消費税収
（社会保障
財源化分）

その他

社 会 福 祉 事 業 125,670 43,742 5,763 76,165

障 害 者 福 祉 事 業 254,342 183,805 4,962 65,575

高 齢 者 福 祉 事 業 67,094 1,037 6,000 4,225 55,832

児 童 福 祉 事 業 309,721 217,415 1 6,493 85,812

母 子 福 祉 事 業 11,560 83 807 10,670

小　　　　　計 768,387 446,082 6,001 22,250 294,054

介 護 保 険 事 業 280,581 2,731 19,545 258,305

国民健康保険事業 87,684 47,866 2,801 37,017

後期高齢者医療事業 217,651 36,406 12,749 168,496

小　　　　　計 585,916 87,003 35,095 463,818

疾病予防対策事業 59,624 5,297 11,993 2,978 39,356

健康増進対策事業 5,453 625 247 322 4,259

病 院 対 策 事 業 67,845 4,773 63,072

小　　　　　計 132,922 5,922 12,240 8,073 106,687

1,487,225 539,007 18,241 65,418 864,559

 ※地方消費税交付金の社会保障費財源化相当額は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分しています。

【地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障施策に要する経費】

　（歳出）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　　平成２６年４月１日から消費税率が５％から８％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金

　の増収分は社会保障費に充当し、その使途を明示することになりました。

　　平成２９年度五城目町一般会計当初予算における社会保障費への充当状況は下表のとおりです。

   地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充当される社会保障施策に要する経費

   地方消費税交付金（社会保障財源化分） 65,418 千円

1,487,225 千円

　（歳入）
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